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議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議に 

ついて 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による農地転用許可申請 

の審議について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による農地転用許可申請 

の審議について 

議案第４号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請の審議につ 

いて 

議案第５号 租税特別措置法第70条の６第１項の規定による農 

地等に係る相続税の納税猶予の適用に関する適格者 

証明願の審議について 

議案第６号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の 

変更に対する意見決定について 

 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出の受理の報告に 

ついて 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届 

出の受理の報告について 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届 

出の受理の報告について 
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それでは、令和４年第１回岐阜市農業委員会総会を開会いたします。 

ただいまの出席委員は、19名中17名で過半数に達しておりますので、本

会議は成立することを報告いたします。 

議事に入るに先立ちまして、本日の議事録署名者を指名でお願いしたい

と思います。 

議席番号７番野々村貢委員、議席番号８番福田正義委員の御両名様、よ

ろしくお願いいたします。 

なお、本日は農地利用最適化推進委員の方々も御意見や御質問がありま

したら御遠慮なく御発言いただきたいと思います。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 

議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議について、

今回の申請は、所有権の移転８件、使用貸借による権利の設定が４件、以

上を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号について説明いたします。 

農地を耕作目的で所有権を移転する場合や、使用収益を目的とし権利を

設定する、若しくは移転する場合の許可申請です。今回提案しております

申請は、いずれも、農地法に規定する不許可基準に抵触しないものである

と判断しております。 

２ページをお願いします。 

１番、常磐地区の申請は、所有権の移転で、農業経営の拡大をする譲受

人へ、畑を譲り渡すものです。 

２番から４番の北長森地区の申請は、所有権の移転で、それぞれ田を交

換して経営の合理化をするものでございます。 

３ページをお願いします。 

５番、北長森地区の申請は、所有権の移転で、農業経営の拡大をする譲

受人へ、田を譲り渡すものです。 

６番、黒野地区の申請は、これも所有権の移転で、農業経営の拡大をす

る譲受人へ、田畑を譲り渡すものです。 

７番、西郷地区の申請は、使用貸借の設定で、農業経営の拡大をする使

用借人へ、田を貸し出すものです。 

８番、市橋地区の申請は、使用貸借の設定で、農業経営の安定を図る使

用借人へ、畑を貸し出すものです。 

４ページをお願いします。 
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９番、10番の合渡地区の申請は、所有権の移転で、田を交換して経営の

合理化をするものです。 

11番、12番の柳津地区の申請は、使用貸借の設定で、農業経営を拡大す

る使用借人へ、田を貸し出すものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第１号について事務局から説明がありました。 

各申請者の営農状況等につきまして、担当地区の委員の皆様から御説明

をいただきます。 

それでは、１番、常磐地区は、河田均委員、お願いします。 

 

１番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、畑を譲り渡すものです。 

申請地では一般野菜の栽培を行うとのことです。 

受人は、地域の取り決めなども理解されており、地元としても許可は問

題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、２番から５番、北長森地区は、林明委員、お願いします。 

 

２番、３番、４番の申請は、それぞれの農地を交換するものです。 

受人３名とも引き続き申請地で水稲の栽培を行うとのことです。 

５番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、田を譲り渡すものです。 

申請地では水稲の栽培を行うとのことです。 

それぞれ、地域の取り決めなども理解されており、耕作状況も問題あり

ませんので、地元としても許可は問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、６番、黒野地区は、野々村貢委員、お願いします。 

 

６番の申請は、農業経営を拡大する受人へ、農地を譲り渡すものです。 

12月23日に、農地利用最適化推進委員、事務局職員、受人と共に、現地

立会いを行いました。 

申請地では果樹及び一般野菜の栽培を行うとのことです。 

受人は、他の農地も適正に管理されており、地元の取り決めについても

十分承知されておりますので、許可は問題ないと考えております。 

よろしくお願いします。 
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ありがとうございました。 

続きまして、７番、西郷地区は、松野芳正委員、お願いします。 

 

７番の申請は、農業経営を拡大する借人へ、田を貸し出すものです。 

12月28日に、農地利用最適化推進委員、事務局職員、借人とともに現地

立会いを行いました。 

申請地では、ハウスでトウモロコシの栽培を行うとのことです。 

借人はもともと地元の方で、地域の取り決めなども充分理解されてお

り、耕作状況も問題ありませんので、地元としても許可は問題ないと考え

ております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、８番、市橋地区は事務局から説明いたします。 

 

事務局から説明いたします。 

８番の申請は、認定農業者として、農業経営の開始を希望している借人

へ農地を貸し出すものです。 

12月24日に、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員及び借人と共

に、現地立会いを行いました。 

申請地では、ハウスでいちごを栽培されるとのことです。 

借人は、地元の取り決めについても十分承知されておりますので、許可

は問題ないとのことです。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、９番、10番、合渡地区は、村木多蔵委員、お願いします。 

 

９番及び10番の申請は、お互いに農地を交換するものです。 

９番の申請地では水稲を、10番の申請地では、野菜を栽培される予定で

す。 

両人共に、地元の取り決めも十分承知されておりますので、許可は問題

ないと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、11番、12番、柳津地区は、椙下信孝委員、お願いします。 
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11番、12番の申請は、農業経営を拡大する借人へ、田を貸し出すもので

す。 

12月21日に、農地利用最適化推進委員、事務局職員及び借人とともに現

地立会いを行いました。 

申請地では水稲の栽培を行うとのことです。 

借人は、地域の取り決めなども理解されており、耕作状況も問題ありま

せんので、地元としても許可は問題ないと考えております。 

よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

議案 第１号について、何か御意見等ございましたら御発言願います。 

 

御発言も無いようなので、採決に入ります。 

議案第１号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第２号農地法第４条第１項の規定による農地転用許可

申請の審議について、３件、以上を議題といたします。事務局の説明を求

めます。 

 

それでは、議案第２号について説明いたします。 

市街化調整区域内にある農地を、耕作する者自らが転用する場合の許可

申請です。 

６ページの総括表をご覧ください。 

今回は、３件、982平方メートルです。 

７ページをご覧ください。 

１番、芥見地区からの申請は、一般個人住宅に転用するものです。 

申請地は、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地であり第１種農地と判断します。 

第１種農地の転用は、原則不許可ですが、住宅その他申請に係る土地の

周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続し

て設置されるものであることから、許可し得るものです。 

次の２番、網代地区の申請は、貸駐車場に転用するものです。 
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申請地は、宅地化の状況から見て、道路によって区画された地域の面積

に占める宅地の面積の割合が40パーセントを超える街区の中に位置してい

るため、第３種農地と判断します。よって許可し得るものです。 

３番、柳津地区の申請は、これも貸駐車場に転用するものです。 

申請地は、宅地化の状況から見て、道路によって区画された地域の面積

に占める宅地の面積の割合が40パーセントを超える街区の中に位置してい

るため、第３種農地と判断します。よって許可し得るものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案 第２号について説明を受けました。 

議案第２号について、何か御意見等ございましたら御発言願います 

 

それでは採決に入ります。 

議案第２号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第３号農地法第５条第１項の規定による農地転用許可

申請の審議について、今回の申請は所有権の移転７件、賃貸借による権利

の設定１件、使用貸借による権利の設定３件、以上を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号について説明いたします。 

市街化調整区域内にある農地を農地以外のものにするため、所有権の移

転又は貸借による権利の設定を行う場合の許可申請です。 

９ページの総括表をご覧ください。 

今回は、11件、合計12,720平方メートルです。 

10ページをお願いします。 

１番、黒野地区からの申請は、ガス供給設備に転用するものです。 

申請地は、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地であり第１種農地と判断します。 

第１種農地の転用は、原則不許可ですが、住宅その他申請に係る土地の

周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続し

て設置されるものであることから、許可し得るものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番、芥見地区の申請は、所有権の移転で、医療施設の駐車場に転用す

るものです。 

申請地は、宅地化の状況から見て、道路によって区画された地域の面積

に占める宅地の面積の割合が40パーセントを超える街区の中に位置してい

るため、第３種農地と判断します。よって許可し得るものです。 

この申請は、1,000平方メートルを超える大規模転用になりますので40

ページに位置図を付けてございます。 

右上の周辺図をご覧ください。転用される場所は、岐阜市立芥見東小学

校から西へ約800ｍほどに位置する農地です。 

１１ページをお願いします。 

３番、芥見地区からの申請は、使用貸借の設定で、一般個人住宅に転用

するものです。 

先ほどの議案第２号１番の農地と一体利用するものであります。 

申請地は、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地であり第１種農地と判断します。 

第１種農地の転用は、原則不許可ですが、住宅その他申請に係る土地の

周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続し

て設置されるものであることから、許可し得るものです。 

４番、合渡地区の申請は、賃借権の設定で福祉施設の駐車場に転用する

ものです。 

申請地は、おおむね10ヘクタール以上の一団の農地の区域内にある農地

であり第１種農地と判断します。 

第１種農地の転用は原則不許可ですが、転用目的が既存施設の拡張であ

り、拡張に係る部分の敷地の面積が既存施設の面積の２分の１を超えない

ため、許可し得るものです。 

この申請は、1,000平方メートルを超える大規模転用になりますので41

ページに位置図を付けてございます。 

右上の周辺図をご覧ください。転用される場所は、岐阜市立合渡小学校

から北西へ約１Ｋｍほどに位置する農地です。 

５番、合渡地区の申請は、使用貸借の設定により、一般個人住宅に転用

するものです。 

申請地は、宅地化の状況から見て、道路によって区画された地域の面積

に占める宅地の面積の割合が40パーセントを超える街区の中に位置してい

るため、第３種農地と判断します。よって許可し得るものです。 

12ページをお願いします。 
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６番、三輪地区からの申請は、使用貸借の設定で、一般個人住宅に転用

するものです。 

申請地は、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地であり第１種農地と判断します。 

第１種農地の転用は、原則不許可ですが、住宅その他申請に係る土地の

周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続し

て設置されるものであることから、許可し得るものです。 

７番から13ページの11番の三輪地区からの申請は、所有権の移転によ

り、公園敷地の一部とし、駐車場に転用する岐阜市の公園整備事業です。 

申請地は、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地であり第１種農地と判断します。 

第１種農地の転用は原則不許可ですが、転用目的が既存施設の拡張であ

り、拡張に係る部分の敷地の面積が既存施設の面積の２分の１を超えない

ため、許可し得るものです。 

これも、大規模転用になりますので42ページに位置図を付けさせていた

だいております。 

右上の周辺図をご覧ください。転用される場所は、岐阜市立三輪北小学

校から北西へ約１Ｋｍほどに位置する農地です。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第３号について説明を受けました。 

２番、芥見地区、４番、合渡地区及び７番から 11番、三輪山県地区の

申請は、現地調査を行いました。 

それでは、２番、芥見地区は、清水健吉委員、お願いします。 

 

今回の申請は、医療施設の駐車場として設置するものです。 

転用にあたり、12月 20日に農地利用最適化推進委員、事務局職員、転

用事業者代理人と共に現地調査を行い、申請地付近の農地、道路、水路に

ついて、影響がないか、計画図面を見ながら現地と照らし合わせました。 

許可は問題ないものと考えています。 

 
ありがとうございました。 

続きまして、４番、合渡地区は、村木多蔵委員、お願いします。 

 

４番の申請は、駐車場の建設のために転用するものです。 
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12月 20日に、農地利用最適化推進委員、事務局職員及び転用事業者と

共に現地立会いを行いました。 

立会いの際に申請地付近の農地、水路について、影響がないよう管理す

ることを確認しており、許可は問題ないと考えております。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、７番から 11番、三輪山県地区は、山口貴範委員、お願い

します。 

 

今回の申請は、岐阜ファミリーパークの公園駐車場として敷地を拡大す

るものです。 

転用にあたり、12月 27日に農地利用最適化推進委員、事務局職員、転

用事業者と共に現地調査を行い、申請地付近の農地、水路について、造成

の際に土砂の流出が無いように管理することを確認しており、許可は問題

ないものと考えています。 

 

ありがとうございました。 

議案 第３号について、何か御意見等ございましたら御発言願います。 

 

御発言もないようなので、採決に入ります。 

議案 第３号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第４号農地転用許可後の事業計画変更承認申請の審議

について１件、以上を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

議案第４号について説明いたします。 

これは、農地転用許可後に事業計画変更を行う承認申請です。 

15ページの明細をご覧ください。 

１番、芥見地区の申請は、使用貸借の設定により、一般個人住宅へ

転用するものとして、農地法第５条許可済みですが、目的を達成で 
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きず、申請者は貸資材置場として転用するものです。変更後の転用

事業が、許可基準により転用許可相当であることが認められるため、

承認し得るものです。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第４号について説明を受けましたが、何か御意見等ござ

いましたら御発言願います。 

 

御発言もないようなので、採決に入ります。 

議案第４号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

ありがとうございます。 

全会一致で、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第５号租税特別措置法第 70条の６第１項の規定に

よる農地等に係る相続税の納税猶予の適用に関する適格者証明願の

審議について、今回の出願は４件、以上を議題といたします。事務

局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号について説明いたします。 

17ページをお願いします。 

今回は、４件提出されており、特例適用農地面積は、7,068平方メート

ルとなっております。 

証明願の内容審査は、遺産分割協議書等により、相続人の確認を行い、

特例適用農地について適正な耕作が行われていることなど、納税猶予を受

けるための要件を備えているか、事務局において十分現地立会も含めて、

調査し、提案しております。 

以上でございます。 

 

ただいま、議案第５号について説明を受けましたが、何か御意見等ござ

いましたら御発言願います。 

 

御発言もないようなので、採決に入ります。 

議案 第５号について、賛成の方は挙手願います。 
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【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案第６号農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構

想の変更に対する意見決定について、令和３年 12月 16日付け、岐阜市経

農第 908－１号をもって、岐阜市長から依頼がありましたので、農業委員

会の意見を決定するため提案します。 

関係部局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想の変更について」、ご説明申し上げます。別冊の資料をご覧くださ

い。 

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（以下、基本構想と

する。）」とは、今後 10年間を見通した農業の基本的な方向性を明らか

にするため、担い手の育成と担い手への利用集積の目標及び目標達成のた

めの措置等の基本を示すものであります。 

具体的には、目標を設定するための基本となる考え方、農業経営の規

模、生産方式等に関する営農の類型ごとの指標、農用地の利用集積の目標

などを定め、これにより、実現するための取るべき措置等を示しておりま

す。ここで示す指標は、認定農業者および認定新規就農者となるために必

要な計画である農業経営改善計画および青年等就農計画の認定基準となる

もので、効率的かつ安定的な農業経営を図り、農地集積するための基本的

指標となるものであります。 

今回の変更は、岐阜県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方

針」が、令和３年４月１日に変更されましたことに伴いまして、県の基本

方針の内容に基づき変更するものであります。 

基本構想の変更は、農業経営基盤強化促進法施行規則第２条の規定によ

り、農業委員会のご意見をお聞きした上で変更する必要があります。その

ため今回の農業委員会総会に議案として提出させていただきました。 

１ページの農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更概要

をご覧ください。変更の必要性については、先ほども申し上げましたが、

「１変更の必要性」に記載してあるとおりとなっております。 

また、構想の主な変更点については「２変更の概要」に記載のとおりで

ございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の右側には、現在の基本構想の内容を、左側には、今回変更した内容

を記載してあります。 

繰り返しますが、基本的には、岐阜県の基本方針に準じた変更内容とな

っております。 

それでは、主な変更の概要についてご説明いたします。 

まずは、全体を通して、農地中間管理事業が農地利用集積円滑化団体を

通じた農地の貸し借りの仕組みと統合一体化されたため、農地利用集積円

滑化事業関連の表記を削除しております。また、機関名や補助金名は最新

のものに変更しております。 

第１農業経営基盤の促進に関する目標「１岐阜市の農業構造」の（３）

経営規模及び農業所得について、2015年農林業センサスの数値を 2020年

農林業センサスの数値に変更しております。 

続きまして「２今後の農業の方向」の（２）土地利用について、実質化

した岐阜市人・農地プランに基づき、農地中管理事業を活用し担い手への

農用地の集積・集約化を促進すると表記を変更しております。 

続きまして「４農業経営基盤強化促進にかかる体制」の（５）スマート

農業や新規品目の導入、６次産業化への取組支援について、スマート農業

の表記を追記しております。 

続きまして「５新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関

する目標」の（１）新規就農の状況について、数値を平成 20年～令和２

年度までの合算の数値に変更しました。 

また、16ページから 19ページの第２の営農類型の表及び 21ページか

ら 24ページの第３の営農類型の表を岐阜県の基本方針に準じて現状に合

わせ一部修正しました。 

続きまして「第４効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地

の利用集積率目標」の現在と目標の数値を変更しました。 

続きまして「第５農業経営基盤強化促進事業に関する事項、第６農地利

用集積円滑化事業に関する事項」につきましては、冒頭にも申し上げまし

た通り、農地利用集積円滑化団体、農地利用集積円滑化事業の表記および

事業内容を削除しております。 

なお、資料の５ページ目以降に、基本構想（案）の全文をつけさせてい

ただいておりますが、下線が引いてある部分が今回の変更箇所でありま

す。 

基本構想の変更に関する説明は以上となります。 

最後に今後のスケジュールについてですが、この基本構想（案）につき

ましては、他にも「ぎふ農業協同組合」、「農業者」、「農業に関する団
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体その他の関係者」に対し、変更に関する意見を聴取した上で、県知事へ

最終協議し、同意を得た上で、基本構想の変更となります。 

説明は以上となります。 

 

ただいま、議案第６号について説明を受けましたが、何か御意見等ござ

いましたら御発言願います。 

 

御発言もないようなので、採決に入ります。 

議案第６号について、賛成の方は挙手願います。 

 

【全員挙手】 

 

全会一致で、原案のとおり決定いたします。 

 

議案につきましては、以上でございます。 

続きまして、報告に移ります。 

報告第１号から第３号について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、農地の権利取得及び市街化区域内農地の転用につきまして、

届出内容が適法であると認められたものにつきまして、農業委員会事務局

規程に基づき、令和３年 12月に農業委員会事務局長が受理を行いました

ものを報告いたします。 

報告第１号農地法第３条の３の規定による届出の受理の報告について第

３条の３の規定による、許可が不要の相続等による農地の権利取得の届出

です。 

20ページをお願いします。 

今回の各地区別の届出は、38件、合計 65,010.75平方メートルです。 

続きまして、報告第２号農地法第４条第１項第８号の規定による農地転

用届出の受理の報告について説明いたします。 

22ページをお願いします。 

市街化区域内の農地を耕作者自らが転用する第４条届出の総括表となり

ます。 

届出の合計は、６件、合計 5,202.29平方メートルです。 

明細は、23、24ページです。 

続きまして、報告第３号農地法第５条第１項第７号の規定による農地転

用届出の受理の報告について説明いたします。 
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26ページをお願いします。 

市街化区域内の農地を転用目的のため権利の移動、若しくは設定を行う

第５条届出の総括表となっております。 

届出の合計は、45件、合計 27,296平方メートルです。 

明細は、27ぺージから 39ページです。 

以上でございます。      

 

議案、報告は以上になりますが、何かございますか。 

 

それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

議長は、本日の会議終了につき午後３時 35分閉会を宣す。 


